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新旧対照表

O介護休業等に関する規程

改正 現行

介護休業等に関する規程 介護休業等に関する規程

1999年 4月 1日制定 1999年 4月 1日制定

〔注〕 2005年 4月から改正沿革を付記した。

改正 2005年 4月 1日 2010年 6月 1日

2011年4月1日 2017年10月1日

（準拠） I c準拠）
第 1条 就業規則第16条の規定に基づき、介護休業、介護短時間勤務等につい 第 1条 就業規則第16条の規定により、

てこ必要な事項を定めることを目的とする。

〔注〕 2005年 4月から改正沿革を付記した。

改正 2005年4月1日 2010年6月1日

2011年4月 1日

この規程を定める，

（目的）

箇 この規程は、介護休業、介護短時間勤務等について、必要な事項を定

めることを目的とする。

（用語の定義） （用語の定義）

第旦条 この規程における 「要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上若 しく第旦条 この規程における「要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上若しく

は精神上の障害により 2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態をい は精神上の障害により 2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態をい

つ。
゜
スノ

（介護休業の対象家族及び申出の除外） （介護休業の対象家族及び申出の除外）

第旦 条 要介護状態にある次に掲げる家族（以下「対象家族」という 。）を介第4条 要介護状態にある次に掲げる家族 （以下 「対象家族」という。）を介

護する者は、学校法人梅村学園（以下 「本法人」という 。）に中し出ること 護する者は、学校法人梅村学園（以下 「本法人」と いう 。）に申し出ること

により 、介護休業を取得することができる。 により、介護休業を取得することができる。

(1) 配偶者（内縁を含む。） • (1) 配偶者（内縁を含む。）

(2) 父母 (2) 父母

(3) 子 (3) 子

(4) 配偶者の父母 (4) 配偶者の父母

(5) 祖碑、兄弟姉妹及び孫 (5) 同居して扶養する祖父母、兄弟姉妹及び孫

2 前項の規定にかかわ らず、次のいずれかに該当する場合は-介護休業を申 2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は介護休業

し出ることができないものとする。 を申し出ることができないものとする。

(1) 引き続く在職期間が 1年未満の場合 (1) 引き続く在職期間が 1年未満の場合

(2) 申出の日から 93日以内に雇用関係が終了することが明 らかな場合 (2) 93日以内に雇用関係が終了することが明らかな場合

(3) 1週間の所定勤務日数が 2日以下の場合 (3) 1週間の所定勤務日 数が 2日以下の場合

(4) 期間を定めて雇用する者においては、申出時点において介護休業開始 (4) 期間を定めて雇用する者においては、申出時点において介護休業開始
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改正 現行

杢定日から 93日を経過する日から 6か月 を経過する日 までに雇用契約期間が 日から 93 日を経過する 日から1竺を経過する 日までに雇用閲係が終了する

満了し、更新されないことが明らかな場合 ことが明らかな場合

（介護休業の申出） （申出の手続き）

第4条 介護休業を希望する者は、介護休業申出書により、原則として介護休第旦条 介護休業を希望する者は、介護休業申 出苫により、原則として介護休

業開始予定日の 2週間前までに所属長に申し出るものとする。 業開始予定日の 2週間前までに所属長に申 し出るもの とする。

2 2週間前までに介護休業申出書の提出がない場合は、本法人は-介護休業 2 2週間前までに介護休業申 出書の提出がない場介は、本法人は介護休業申

申出書の提出の翌日から起算 して 2週間を経過する日までの間で介護休業開 出書の提出の翌日から起算して 2週間を経過する I」までの間で介護休業開始

始予定日を変更 して指定する ことがある。 予定日を変更して指定することがある。

3 介護休業申出書が提出されたときは、本法人は二当該申出をした者に対し、 3 介護休業申出書が提出されたときは、本法人は‘り該lれ出をした者に対し、

介護休業取扱通知書を交付する。 介護休業取扱通知書を交付する。

（介護休業の申出の撤回） （申出の撤回）

第旦条 介護休業を申し出た者は、介護休業開始予定日の前日までは、介護休第旦条 介護休業を申し出た者は、介護休業開始予定 11の111i11までは、介護休

業撤回届を所属長に提出することにより 、介護休業の申出を撤回する ことが 業撤回届を所属長に提出することにより 、その申出を撤阿すること ができる。

できる。

2 同一対象家族につき 2回連続してが休業の申出を撤回した者は、当該家12 前項によりが休業の申出を撤回した者は、同一 、 のロ ー要介き状

族について再度の申出をすることができない。ただし、本法人がこれを適当 態について 1回に限り再度の介護休業を申し出る ことができる，

と認めた場合には、申し出ることができるものとする。

3 介護休業撤回届が提出されたときは、本法人は-当該届出をした者に対し、3 介護休業撤回届が提出されたときは、本仏人は",,)亥）川出をした行に対し、

介護休業取扱通知書を交付する。 介護休業取扱通知書を交付する。

（介護休業の申出の消滅） （申出の消滅）

第旦条 介護休業開始予定日の前日までに、家族の死亡等により介護休業の申 第エ条 介護休業を申し出たあと、次の各号のいずれかの事由が生じた場合は、

出に係る家族を介護しないこととなった場合には、介護休業の申出は- され 申出はされなかったものとみなす。

なかったものとみなす。

ill 申出に係る対象家族の死亡

“翌 申出をした者が負傷、疾病等により介護不能の状熊になったとき。

2 前項の事由が生じた場合は、申出をする者（以下「申出者」という。）は、
I 

直ちにその旨を所属長に通知しなければならない。

（介護休業の回数及び期間） （介護休業の回数及び期間）

第エ条 介護休業の回数は、対象家族 1人につき3回を上限 とする。ただし、 第旦条 介護休業の回数は、対象家族 1人について要介護状態ごとに 1回とす

法令で定める特別の理由がある場合には- 当該規定に従って取り扱う。 る。ただし、法令で定める特別の理由がある場合には '1'11l亥規定に従って取り

扱う 。

2 介護休業の期間は、対象家族 1人につき 、原則 として、通算365日間圭ヱの12 介護休業の期間は、 対象家族 1人につき、原則として、通蔓埜珪腫巫別恒囲

範囲内で-教職員の申し出た期間 とする。 内で教職員の申し出た期間とする。ただし、同一対象家族について、異なる

2
 



改正 現行

要介護状態ごとに介護休業をしたことがある場合又は介護短暁間勁務の適用

を受けた場合は、その日数も通算して365日までを限度とする。

（介護休業終了予定日 の変更） （介護休業終了予定日の変更）

第旦条 介護休業期間変更申出書によ り、当初の終了予定日の 2週間前までに 第旦条 介護休業期間変更申出書により、当初の終了予定日 の2週間前までに

申し出ることにより 介護休業終了予定日の繰り下げ変更をすることができ 申し出ることにより 通算365日の範囲内で 1回に限り繰り下げ変更すること

る。この場合において、介護休業開始予定日から変更後の介護休業終了予定 ができる。

日までの期間は、通算365日の範囲を超えないことを原則とする。

2 介護休業期間変更申出書が提出されたときは、本法人は-当該申出をした 2 介護休業期間変更申出書が提出されたときは、本法人は当該申出をした者

者に対し、介護休業取扱通知書を交付する。 に対し、介護休業取扱通知書を交付する。

（介護休業の終了）

筑 9冬 介護休業期間中の者（以下「介護休業者」という。）が、次のいずれか

に該当するに至ったときは、当該介護休業は、終了するものとする。

ill 対象家語の死亡等により介護休業に係る家族を介護しないこととなっ

国
ill 離婚等により介護休業者と介護休業に係る対象家族との親族関係が消

滅した場合

“拉 介護休業者が負傷、疾病等により介護不能の状態になった場合

L位産前休暇、産後休暇、育児休業又は新たな介護休業が始まった場合

名 介護休業者が前項のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を所属長に

通知しなければならない。

（給与） （給与）

第10条 介護休業期間中は、 いかなる給与土支給しない。 第10条 介護休業期間中は、給与走支給 しない。

2 介護休業の期間が月の初日から末 日までの全期間にわた らない月における 2 介護休業の期間が月の初日から末 日までの全期間にわたらない月における

給与は、日割計算により支給する。 給与は、日割旦計算によ り支給する。

（賞与） （賞与）

第11条 介護休業期間は、賞与の算定においては、 賞与期間から除外する。 第11条 賞与の支給については、介護休業期間は賞与期間から除外する。

（勤務年数の算定） （勤務年数）

第12条 介護休業期間は、退職手当の算定基礎となる勤続年数及び採用後の俸 第12条 介護休業期間は、退職手当及び採用後の俸給の格差是正の算定に関す

給の格差是正に必要な勤務年数に算入しない。ただし、勤続表彰の勤務年数 ゑ勤務年数には含めない。ただし、勤続表彰の勤務年数の算定及び年次有給

の算定及び年次有給休暇の出勤率の算定においては、 算入する。 休暇の出勤率の算定においては、 これを算入する。

（昇給の調整） （昇給の調整）

第13条 介護休業者が復職したときは、当該倉護休業期間の2分の 1に相当す 第13条 介護休業期間中の者が復職したときは、当該休業期間の 2分の 1に相

る期間を勤務したものとみな して、昇給期間の調整を行う。 当する期間を勤務したものとみなして、昇給期間の調整を行う。
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改正 現行

（復職） （復職）

第14条 介護休業期間が満了したとき、又は、第9条第 1項に掲げるいずれか 第14条 介護休業期間終了後は、原則として介護休業直前の所属部署に復帰す

の終了事由に該当し、介き休業を続ける必要がなくなったときは、復職しな るものとする。

ければならない。

且 前項の場合において、正当な理由がなく復職しない者は、解雇規程第3条

を適用する。

且 復職は、原則として介き休業直前の所属部署に復帰するものとする。ただ

し、業務の都合により他の部署に配属させることがある。

凸 復職とは、復職日時点において所属部署に出勤し、勤務しうる状態である

ことをいう。

（返済金その他の納入） （返済金その他の納入）

第15条 介護休業者は、通常の場合給与から控除するものとされている各種貸第15条 介護休業期間中の者は、通常の場合給与から控除するものとされてい

付の返済金その他の費用を指定された期日 までに本法人に納入しなければな る各種貸付の返済金その他の費用を指定された期 日までに登園に納入しなけ

らない。 ればならない。

（介護休暇） （介護休暇）

第16条 対象家族の介護その他の世話をする者は、介護休暇を申し出ることが第16条 対象家族の介護その他の世話をする者は、介渡休暇を巾し出ることが

できる。 できる。

2 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、介護休暇を取得する 2 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該‘りするJ品介は、介護休暇を取

ことはでき ない。 得することはできない。

(1) 引き続く在職期間が 6か月未満の場合 (1) 引き続く在職期間が 6か月未満の場合

(2) 1週間の所定勤務日数が 2日以下の場合 (2) 1週間の所定勤務日数が 2日以下の楊介

3 介護休暇は-対象家族が 1人の場合は 1年度内に 5日、 2人以上の場合は 3 介護休暇は対象家族が 1人の場合は 1年度内に 511閲、2人以 ,-.の場合は

1年度内に10日を限度として取得することができる。 1年度内に10日間を限度として取得するこ とができる。

＆ が休暇は、半日単位 (1日の所定労働時間の 2分の 1) で取得すること

ができる。

§ 申出者は、 原則として事前に介護休暇申出書により 所属長に申し出るもの 4 申し出をする者（以下「申出者」という。）は、 1日サiに介護休暇申出書に

とする。 より所属長に申し出るものとする。

但 取得旦は、退職手当の算定基礎となる勤務年数、採用後の俸給の格差是正 5 取得期間は、退職手当の算定基礎となる勤務年数、採川後の俸給の格差是

に必要な勤務年数及び勤続表彰の勤務年数の計算においては通常の勤務をし 正に必要な勤務年数及び勤続表彰の勤務年数の出府においては通常の勤務を二：二こ霊;~;:和::竺竺？し::lJ召ご三！二喜!~!:れ；：：:~;~~ 巴
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改正 現行

（以下 「介護短時間勤務」という。）する措置を申し出ることができる。 務 （以下 「介護短時間勤務」 とい う。）する措置を申し出ることができる。

ただし、同一対象家族について既に介護休業をした場合又は異なる要介護状

態について介護短時間勤務の適用を受けた場合は、その日数も通甚して365

日までを限度とする。

2 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は-介護短時間勤務をす 2 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は介護短時間勤務

ることができない。 をすることができない。

(1) 引き続く在職期間が 1年未満の場合 (1) 引き続く在職期間が 1年未満の場合

(2) 1週間の所定勤務 日数が 2日以下の場合 (2) 1週間の所定勤務日数が 2日以下の場合

3 申出者は、介護短時間勤務開始予定日及び終了予定日 を明らかにして、原 3 申出者は、1回につき、 365日以内の期間について、短縮開始予定日及び終

則 として、短縮開始予定日の2週間前までに、介護短時間勤務申出書により 了予定日を明らかに して、原則として、短縮開始予定日 の2週間前までに、

所属長に申し出るものとする。 介護短時間勤務申出薯により所屈長に申し出るものとする。

4 介護短時間勤務の適用を受けている期間中の給与は、短縮された時間に応 4 介護短時間勤務の適用を受けている期間中の給与は、短縮された時間に応

じて俸給を減額 して支給する。 じて俸給を減額して支給する。

5 介護短時間勤務の適用を受けている期間が賞与期間にある場合は、短縮さ 5 介護短時間勤務の適用を受けている期間が賞与期間にある場合は、短縮 さ
● 9 

れた時間に対応する賞与は-支給しない。 れた時間に対応する賞与は支給しない。

6 介護短時間勤務開始予定日の前日までに、対象家族の死亡等により介護短 6 介護短時間勤務を申し出たあと、次の各号のいをれかの事由が生じた場合

時間勤務の申出に係る対象家族を介護しないこととなった場合には、介護短 は、申出はされなかったものとみなす。

時間勤務の申 出は~されfょかったものとみなす。 ． m 申出に係る対象家族の死亡

ill 申出をした者が負傷、疾病等により介護不態の状態になったとき

エ前項の事由が生じた場合は、申出者は、直ちにその旨を所属長に通知しな

ければならない。

旦 次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、介護短時間勤務期間は終了

するものとする。

ill 対象家族の死亡等により介護短時間勤務に係る対象家族を介護しない

こととなった場合

“旦 離婚等により介護短時間勤務者と介護短時間勤務に係る対象家族との

親族関係が消滅した場合

“拉 介護短暁間勤務者が負堡、疾病笠により介護不能の状態になった場合

止旦 産前休暇、産後休暇、育児休業又は介護休業が始まった場合

旦 介護短時間勤務者が前項のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を所

属長に通知しなければならない。

拉 介護短時間勤務の期間中は、退職手当の算定基礎となる勤務年数、採用後 エ 介護短時間勤務の期間中は、退職手当の算定基礎と なる勤務年数、採用後
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改正 現行

の俸給の格差是正に必要な勤務年数及び勤続表彰の勤務年数の計算において の俸給の格差是正に必要な勤務年数及び勤続表彰の勤務年数の計算において

は通常の勤務をしている ものとみなす。 は通常の勤務をしているものとみなす。

（介護休業期間及び介護短時間勤務の措置の適用期間の限度）

第18条 介護休業、介護短時間勤務の措置がともに申し出られ、取得又は適用

される期間は、両者を通算し、 365日を限度とする。

（所定外労働の免除）

第18条 対象家族を介護する必要がある場合は、業務の運営に支障がある場合

を除き、所定外労働免除の措置を申し出ることができる。

旦 申出者は、 1回につき、 1か月以上 1年以内の期間について、免除開始予

定日及び整了予定日を明らかにして、免除開始予定日の 1か月前までに、介

護所定外労働免除申出書により所属長に申し出るものとする。

旦免除開始予定日の前日までに、対象家族の死亡等により所定外労働免除の

申出に係る対象家族ま介護しないこととなった場合には、所定外労働免除の

申出は、されなかったものとみなす。

4 前項の蔓由が生じた場合は、申出者は、直ちにその旨を所属長に通知しな

ければならない。

旦 次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、所定外労働免除期間は終了

するものとする。

ill 対象家族の死亡等により所定外労働免除に係る対象家族を介護しない

こととなった場合

“吐 離婚等により所定外労働免除者と所定外労働免除に係る対象家族との

親族関係が消滅した場合

“拉 所定外労働免除者が負傷、疾病等により介護不能の状態になった場合

ill 産前休暇、産後休暇、育児休業又は介護休業が始まった場合

§ 所定外労働免除者が前項のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を所

属長に通知しなければならない。

工 所定外労働免除期間中は、退職手当の算定基礎となる勤務年数、採用後の

怪詮の格差是正に必要な勘務年数及び勤続表彰の勤務年数の計甚においては

通常の勤務をしているものとみなす。

（時耕1外労働の制限） （時間外労働の制限）

第19条 対象家族を介護する必要がある場合は、1か月 について24時間、 1年 第19条 対象家族を介護する必要がある場合は、 1か月 について24時間、1年

について150時間を超えて時間外労働をさせない措懺を申し出ること ができ について150時間を超えて時間外労働をさせない措置を中し出ることができ

る。 る。
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改正 現行

2 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は-時間外労働の 2 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は介護のための時

制限を受けることができないものとする。 間外労働の制限を受ける ことができないもの とする。

(1) 引き続く 在職期間が 1年未満の場合 (1) 引き続く在職期間が 1年未満の場合

(2) 1週間の所定勤務日数が 2日以下の場合 (2) 1週間の所定勤務 日数が 2日以下の場合

3 第 1項による時間外労働の制限を希望する者は、 1回につき 1か月以上 1 3 第 1項による時間外労働の制限を希望する者は、 1回につき1か月以上 1

年以内の期間について、制限開始予定日及び終了予定日とする日を明らかに 年以内の期間について、制限開始予定日及び終了予定 日と する日を明 らかに

して、制限開始予定 日の 1か月 前までに介護時間外労働制限申出書により所 して、 制限開始予定 日の 1か月前までに介護時間外労働制限申出書によ り所

属長に申し出る ものとする。 属長に申し出るものとする。

4 制限開始予定日の前日までに、対象家族の死亡等により時間外労働制限の 4 時間外労働の制限を申し出たあと、次の各号のいをれかの蔓由が生じた場

申出に係る対象家族を介護しないこととなった場合には、時間外労働制限の 饂 、申出はされなかったものとみなす。

申出はi-されなかったものとみなす。

ill 申出に係る対象家族の死亡

ill 申出をした者が負傷、疾病等により介護不能の状態になったとき

屯 前項の事由が生じた場合は、申出者は、直ちにその旨を所属長に通知しな

ければならない。

恒 次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、時間外労働制限期間は、終

了するものとする。

ill 対象家族の死亡等により時間外労働制限に係る対象家族を介護しない

こととなった場合

ill 離婚等により時間外労働制限者と時間外労働制限に係る対象家族との

親族関係が消滅した場合

国 時間外労働制限者が負傷、疾病等により介護不能の状態になった場合

ill 産前休暇、産後休暇、育児休業又は介護休業が始まった場合

工 時間外労働制限者が前項のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を所

属長に通知しなければならない。

逗 堕間外労働制限期間中は、退職手当の笹定基礎となる勤務年数、採用後の

侵詮の格差是正に必要な勤務年数及び勤続表彰の勤務年数の計算においては

通常の勤務ましているものとみなす。

（深夜業の制限） （深夜業の制限）

第20条 対象家族を介護する者は、業務の運営に支障がある場合を除き 、22時 第20条 要介護状態にある対象家族を介護する者は、 業務の運営に支障がある

から 5時までの間（以下「深夜」という。）の業務を制限する措置を申し出 場合を除き、22時から5時までの間 （以下 「深夜」と い う。 ）の労働の制限

ることができる。 を申し出るこ とができる。

2 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は深夜業の制限を受ける 2 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は深夜業の制限を

ことができないものとする。 申し出ることができない。
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改正 現行

(1) 引き続く在職期間が 1年未満の場合 (1) 引き続く在職期間が 1年未満の場合

(2) 申出に係る対塾家族の 16歳以上の同居家族が、次のいずれにも該当す (2) 申出に係る家族の 16歳以上の同居家族が、次のいずれにも該当する場

る場合 合

① 深夜において就業していない (1か月について深夜における就業が 3日 ① 深夜において就業していない (1か月について深夜における就業が 3日

以下の者を含む。).Q_ 以下の者を含む。）

② 心身の状況が申出に係る対象家族の介護をする ことができる.Q_ ② 心身の状況が申出に係る堅~の介護をする こ とができる
③ 8週間 （多胎妊娠の場合は 14週間）以内に出産予定でなく、 かつ、 産後 ③ 8週間 （多胎妊娠の場合は 14週間）以内に出産予定でなく 、又埜産後旦

8週間以内でない。 週間以内でない者であること。

(3) 1週間の所定勤務日 数が 2日以下の場合 (3) 1週間の所定勤務 日数が 2日以下

(4) 所定勤務時間の全部が深夜にある堡含 (4) 所定勤務時間の全部が深夜にある

3 申出者は、1回につき 1か月 以上6か月以内の期間について、制限開始予 3 申出者は、 1回につき 1か月以上 6か月以内の期間 （以下この条におい

定日及び終了予定日を明 らかに して、原則として制限開始予定日の 1か月前 て「制限期間」という。） について、制限開始予定日及び終r-r~ 定日を明ら

までに、介護深夜業制限申出書により 所属長に申 し出るものとする。 かにして、原則と して制限開始予定日の 1か月前までに、介護深仮業制限申

出書により所属長に申し出るものとする。

4 制限開始予定日の前日までに、申出に係る対象家族の死亡等によ り申出を 4 制限開始予定日 の前日までに、申出に係る家族の死亡怜により 111出をした

した者が翌塾家族を介護 しないこと となった場合には、申出は-されなかっ 者が家族を介護しないこと となった場合には、中出はされなかったものとみ

たものとみなす。 なす。

点 前項の事由が生じた場合は、申出者は、直ちにその旨を所属長に通知しな

ければならない。

6 怒に掲げるいす‘れかの事由が生じた場合には、深夜業制限期間は二終了す 5 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた垢介には、制限期間は終了する

るものとする。 ［ ものとする。

(1) 雌 家族の死亡等により申出に係る祖塾家族を介護しないこととなっ (1) 家族の死亡等制限に係る家族を介護しないこ とと なった場介

た場合

(2) 離婚等により申出者と申出に係る対象家族との親族関係が消滅した場

含

“拉 申出をした者が負傷、疾病等により介護不能の状態になった場合

ill~ 暉 育児休業又は介護休業が始まった場合 ［ 盆 産前産後休暇、育児休業又は介護休災か始まったJ場介ュ夜 l 者が前項のいずれかに該当するときは、盲ちにその旨を所 6 前項第 1号の事由が生じた場合には、申出者は直ちに所属長にその旨を通

に通知しなければならない。 知しなければならない。

旦 深夜業制限間中は退手当の定基礎となる勤務年数、採用後の

の格差是正に必な 及び勤続彰の勤務年数の計算においては通常

の勤務をしているものとみなす。

（介護休業等に関するハラスメントの防止）

匿譴全ての教職員は、介護休業等の申出・ 利用に関して、当該申出• 利用
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し るるるる：疋める必要年：月よ艮:の各種遡

この規程は、2010年 6月 1日から施行する。 この規程は、2010年 6月 1日から施行する。

附 則 附 則

この規程は、 2011年4月 1日から施行する。 この規程は、 2011年 4月 1日から施行する。

附 則

この規程は、 2017年10月1日から施行する。ただし、 2017年1月1日から遡

って適用する。

，
 




